
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

「職場の健康診断実施強化月間」の実施について 

期間：平成 25年 9月 1日～9月 30日 

 

三重労働局 (局長 畑中啓良）では，「健康づくり大キャンペーン」の一環として，本

年９月の「職場の健康診断実施強化月間」（別添資料１参照）中に，労働安全衛生法に

基づく事業者による健康診断及び事後措置の実施を徹底するため，集中的・重点的な事

業場指導を行うこととしました。 

県内では，定期健康診断の結果，何らかの所見を有する労働者の割合は４８．４％（平

成２４年）となっており，依然として，職場の労働者の約半数に健康に影響を与えるリ

スクが存在しています。このため，事業者において健康診断の実施を徹底し，健康診断

結果に基づく保健指導や事後措置を適切に実施することが重要となっています。 

 三重労働局及び管下の労働基準監督署は，各事業場への安全衛生指導時などに安全衛

生法に基づく健康診断の実施徹底及び定期健康診断の結果に基づく措置（事後措置）の

実施確認を一層強力に進めていくこととしています。 
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～「健康づくり大キャンペーン」～ 

平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において，戦略市場創造プランの柱

の一つとして，『国民の「健康寿命」の延伸』がテーマとして掲げられています。国民の健康寿命

の延伸を図ることで，健やかで心豊かに生活できる活力ある社会を実現し，結果として社会保障

制度を持続可能なものとするためには，定期健康診断，特定健康診査やがん検診等の各種健（検）

診制度による生活習慣病等をはじめとした疾病の予防・早期発見を図ること等が重要であり，「日

本再興戦略」のロードマップにおいても，「健診受診率の向上」が目標として掲げられています。 

厚生労働省では，その目標達成のため，本年 9 月に健診受診率の向上などに向けた「健康づく

り大キャンペーン」（別添資料２参照）を開始することとし，その一環として，全国労働衛生週間

（１０月１日～７日）の準備期間である９月を「職場の健康診断実施強化月間」としたものです。 


